
広 報 か ざ ま う ら 平成 年 月号

最近、びん・ペットボトルの中に異物（特に煙草の吸い殻）の混入が、非常に多く見られます。又ガソリンの入ったび
んも数本見つかり、万が一火でもつけば人身事故につながります。このようなことがないように、ご協力お願い致します。

来年 月 日より がスタートします。
自動車所有者には、
リサイクル料金の支払い
廃車する際は自治体に登録された引取業者に引渡すことが、義務づけられます。
リサイクル料金は、来年 月 日以降の新車の場合は購入する時、現在お持ちのクルマは最初の車検時までに、車検を受
けずに廃車する場合は廃車時に、リサイクル料金を管理する法人として国の指定を受けた（財）自動車リサイクル促進センター
にお支払いいただくことが必要になります。
リサイクル料金は、メーカーが実施するシュレッダーダスト（廃車の破砕後に残るゴミ）、エアバック類、フロン類のリサ
イクルや適正処理に使われ、また一部はリサイクル料金の管理や廃車処理の情報管理にも使われます。
地球環境を守るため、自動車所有者が果たす重要な役割であることに御理解をお願いいたします。
電話でのお問い合わせは 自動車リサイクルシステムコンタクトセンター
（コールセンター） 受付時間 平日 （土・日・祝日を除く）
対象外となる自動車（自動車リサイクル法に基づく）
・被牽引車 ・二輪車（原動機付自転車、側車付のものを含む）
・大型特殊自動車、小型特殊自動車 道路運送車両法第 条に規定
・その他政省令で定めるもの
（農業機械又は林業機械に該当する自動車、キャタピラやそりを有するもの（スノーモービル等）、公道を走らないレース
用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車、ホイール式高所作業車、無人搬送車）

自動車リサイクル費用単価表

上記金額は、本年 月 日に開催された産業構造審議会・中央環境審議会の自動車リサイクル合同会議において公表されたリサ
イクル料金の水準（上限）及び資金管理料金及び情報管理料金。
リサイクル料金 シュレッダーダスト・エアバック・フロン類の処理に必要な費用。（自動車メーカー・輸入業者が設定）
情報管理料金 リサイクル工程に回った使用済自動車の状況を電子情報で管理するための費用。（財）自動車リサイクル促進セン

ターが設定
資金管理料金 リサイクル料金の収納及び管理・運用を行うための費用。（財）自動車リサイクル促進センターが設定
（情報管理料金、資金管理料金については、経済産業大臣及び環境大臣による認可済みの額）

自 動 車 の 種 類
台 あ た り の 単 価

（リサイクル料金） （情報管理料金） （資金管理料金）

軽・小型乗用車（コンパクトカー） 万 千円

円

・新車購入時
円

・継続検査時
及び廃車時

円

普 通 乗 用 車 万 千円

中 ・ 大 型 ト ラ ッ ク 万 千円

大 型 バ ス 万 千円

自 動 車 の 種 類
台 あ た り の 単 価

（リサイクル料金）） （情報管理料金） （資金管理料金）


